
 

                                                    

予防接種法で定められている予防接種は、医療機関で受ける個別接種になります。 

接種の前に、市で配布している「予防接種と子どもの健康」を 

よく読みましょう。 

予防接種情報は、市ホームページ、市公式 LINE からもご覧いただけます。 

 

【 接種料金 】 定期接種：無料 

※対象者の期間を過ぎると任意接種となり、料金が有料(自己負担)になります。 

        任意接種：有料 
 
【 持ち物 】 ・予診票 

・母子健康手帳 

・健康保険証、診察券 

・接種券 ※村山市外（山形県内）の医療機関で接種する場合 

 
【 接種場所 】 村山市内の医療機関（下表をご覧ください） 

村山市外（山形県内）の医療機関   

 接種券 が必要です。 

医療機関に確認（予約）後、保健課窓口にお越しください。 

必ず母子健康手帳を持参してください。 

 
【 村山市内の個別接種 実施医療機関 】 ○印の予防接種が接種できます 

  

医療機関 電話 接種日 予防接種受付時間 予約 
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月～土曜日 

 

水･土曜日は 

午前のみ 

午後 0:00～ 0:30 

午後 5:00～ 5:30 

 

必要 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

羽根田医院 

（小児科） 
0237- 

54-3888 

午前 9:00～12:00 

午後 2:00～ 5:30 
不要    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

はんだ 

クリニック 
（内科） 

0237- 

55-3511 

午前 8:30～11:00 

午後 2:00～ 5:00 

必要 

 ○ 〇 ○  

かるべ 

クリニック 

（内科） 

0237- 

53-0770 

午前 8:30～11:30 

午後 2:00～ 5:00 
 ○  ○  

令和７年度 乳幼児予防接種のすすめかた 

＜問合せ先＞ 村山市保健課 健康指導係   TEL) 0237－55－2111（内線 13６） 

村山市公式 LINE 



 

 

※初回 1 回目に四種混合とヒブを接種した場合は、追加（4 回目）まで四種混合とヒブをそれぞれ接種しましょう。 

 

種類 回数 
標準的な接種期間 

(できるだけこの期間に受けましょう) 
留意事項など 

対象者 

(詳しくは裏面) 

ロタウイルス 

経口生 

ﾛﾀﾘｯｸｽ 
（1 価） 

2 回 
初回接種を 

生後２か月～14 週 6 日後まで 

     （約 3 か月 10 日） 

経口接種です。 

腸重積症の既往歴、または先天

性消化管障害がある場合は対

象外です。 

出生 6週 0日後 

24週 0日後まで 

ﾛﾀﾃｯｸ 
（5 価） 

3 回 

出生 6週 0日後 

32週 0日後まで 

小児用肺炎球菌 

不活化 

初回 3 回 生後２か月～7 か月未満 
初回は、27 日（4 週間）以上の

間隔で、生後 12 か月までに 

3 回受けましょう。 

2 か月 

 

5 歳未満 追加 1 回 

3 回目接種後、60 日間以上の 

間隔で、生後 12 か月～15 か月

未満 

Ｂ型肝炎 

不活化 

1 回目 生後２か月～ 

母子感染予防のため、出生後に

B 型肝炎ワクチンを受けた方

は、健康保険が適応されるため

対象外です。 

1 歳未満 

2 回目 
1 回目から 27 日（4 週間）以上

の間隔で 

3 回目 

1 回目から 139 日（20 週、約 5

か月）以上の間隔で、生後 9 か

月未満 

五種混合 

(ジフテリア、百日せき、 

破傷風、ポリオ、ヒブ) 

不活化 

1 期初回 3 回 生後２か月～7 か月未満 

1 期初回は、20～56 日（3～8

週間）の間隔で受けましょう。 

2 か月 

 

7歳 6か月未満 
1 期追加 1 回 

3 回目接種後、 

6 か月～18 か月の間隔で 

令
和
６
年
３
月
末
ま
で
に 

接
種
を
開
始
し
て
い
る
方(

※)  

四種混合 

(ジフテリア 

百日せき 

破傷風 

ポリオ) 

不活化 

1 期初回 3 回 生後２か月～12 か月未満 

1 期初回は、20～56 日（3～8

週間）の間隔で受けましょう。 

2 か月 

 

7歳 6か月未満 
1 期追加 1 回 

3 回目接種後、 

12 か月～18 か月の間隔で 

ヒブ 

不活化 

初回 3 回 生後２か月～7 か月未満 初回は、27～56 日（4～8 週間）

の間隔で、生後 12 か月までに

3 回受けましょう。 

2 か月 

 

5 歳未満 追加 1 回 
3 回目接種後、 

7 か月～13 か月の間隔で 

ＢＣＧ（結核） 

注射生 
1 回 生後５か月～8 か月未満  1 歳未満 

定期予防接種 【 出生～１歳までに接種を始めるもの 】 

～ 

～ 

～ 

～ 

～ 
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北村山地区内の実施医療機関で接種すると、窓口で助成額分が差し引かれて残額分が自己負担になります。 

市報やホームページ、市内実施医療機関に掲示されるポスター等でお知らせします。 

種類 回数 対象者 

1回あたりの 

助成額 

（接種費用の約半額の予定） 

インフルエンザ 

不活化 

（※1） 

６か月～１２歳：２回まで 

１３歳以上  ：１回 

接種日当日に６か月 

～１８歳になる学年 

    （高校３年生相当） 

1,900 円 

おたふくかぜ 

注射生 

（※2） 

１回 １歳～２歳未満 3,000 円 

     
※1 インフルエンザ予防接種の助成は、令和 7 年 10 月 1 日から開始される予定です。 

※2 おたふくかぜ予防接種については、対象のお子さんに個別にお知らせを配布します。 

種類 回数 
標準的な接種期間 

(できるだけこの期間に受けましょう) 
留意事項など 

対象者 

(詳しくは裏面) 

麻しん 

風しん 

注射生 

1 期 
生後１２か月～ 

24 か月(2 歳)未満 
1 歳になったら早めに受けましょう。 左に同じ 

2 期 
小学校入学前の 1 年間 

(年長児の期間） 

令和 7 年度の対象者 

Ｈ31 年 4 月 2 日～ 

Ｒ2 年 4 月 1 日生 

左に同じ 

水痘 

(水ぼうそう) 

注射生 

1 回目 生後１２か月～15 か月未満 
すでに水痘にかかったことがある方

は、対象外です。 

12 か月 

 

3 歳未満 
2 回目 

1 回目接種後、 

6 か月～12 か月の間隔で 

日本脳炎 

不活化 

1 期初回 2回 ３歳 
1 期初回は 6～28 日（1～4 週間）の 

間隔で受けましょう。 

6 か月 

 

7 歳 6 か月未満 1 期追加 1回 ４歳 2 回目接種からおおむね 1 年後 

2 期 1回 9歳～10歳未満 
小学 4 年生へ、個別のお知らせ(予診票

同封)を送付します。 
9 歳～13 歳未満 

二種混合 

(ジフテリア、破傷風) 

不活化 

1 回 11歳～12歳未満 
小学 6 年生へ、個別のお知らせ(予診票

同封)を送付します。 
11歳～13歳未満 

HPV 

（ヒトパピローマ 

    ウイルス感染症） 

不活化 

3 回 

(または 2 回※) 
中学 1年生の学年 

小学 6 年生の女子へ、個別のお知らせ

(予診票同封)を送付します。 

※1 回目の接種を 15 歳未満に行うと、

接種は 2 回でも可となります。 

小学 6 年生 

 

高校 1 年生の 

女子 

任意予防接種 【 希望される方に費用の一部を助成します 】 

定期予防接種 【 １歳以降に接種を始めるもの 】 

～ 

～ 

～ 



【 予防接種の間隔 】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 対象者の考え方 】   

△か月～◎歳未満 とは？ 出生から△月後の同じ日から、◎歳の誕生日の前日までのことです。 

例  4/1生まれの方が 小児用肺炎球菌（対象者：2か月～5歳未満）を受ける場合 

6/1から、5歳の誕生日前日の 3/31まで接種が可能 

                     小児用肺炎球菌の対象者の範囲                   

     

       出生日   ２か月目                                 ５歳の誕生日 

 

出生◆週◇日後 とは？ 【ロタウイルスワクチン対象年齢と標準的な接種期間の考え方】 

ロタウイルスワクチンの初回接種（1回目）は、生後「6週 0日後」から接種が可能になりますが、 

生後「2か月」から「14週 6日後」までの期間に受けることが推奨されています。 

※生まれた日の翌日を「出生 0週 1日後」とします。 

   「6週 0日後」とは、6週間後の同じ曜日（約 1か月半）のことです。 

「14週 6日後」は、生まれた日から 14週間後+6日目（約 3か月 10日）のことです。 

日 月 火 水 木 金 土 

    10／１ 

生まれた日 

10／２ 

０週１日後 

10／３ 

０週２日後 

10／４ 

０週３日後 

10／５ 

０週４日後 

10／６ 

０週５日後 

10／７ 

０週６日後 

10／８ 

１週０日後 

10／９ 

１週１日後 

10／10 

１週２日後 

 

◇注射生ワクチンの接種後、別の種類の注射生ワクチ 

ンを接種する場合は、２７日以上の間隔をおいて 

接種します。 

例① 麻しん風しん注射生を 10/1に接種したら、 

     水痘注射生は 10/29から接種可能 

◇不活化ワクチン接種後の間隔は定めがありません。 

◇ただし、同一種類のワクチンを複数接種する場合は、 

それぞれ定められている間隔になります。 

例② 水痘注射生 1回目と 2回目の間隔は、 

       6～12か月あける。 

例③ ヒブ不活化 1回目と 2回目の間隔は、 

     27～56日（4～8週間）あける。 

 

◇同時接種について 

 医師が必要と認めた場合、複数の予防接種を 

同時に接種することができます。 

誕

誕生日前日 

 


